
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

・組織の新任者であり行政組織人及び保
健師専門職としての自覚を持つ。

・計画された担当業務を自立して実施す
る。
・プリセプターとして後輩の指導を担う。

・保健活動に係る担当業務全般について
自立して行う。
・役割や立場の違いを理解し、つなぎ役と
しての組織的な役割を担う。
・自組織を越えたプロジェクトに参画する。

・所属係内でチームのリーダーシップをとっ
て保健活動を推進する。
・キャリアレベルA-5の保健師を補佐する。
・関係機関との信頼関係を築き協働する。
・自組織を越えたプロジェクトで主体的に発
言する。

・所属課の保健事業全般に関して指導的
役割を担う。
・自組織を越えた関係者との連携・調整を
行う。

・担当業務を的確に把握・理解し、個別事
例に対して責任を持つ。

地域支援活動に係る担当業務に責任を持
つ。

し、主担当として担当業務に責任を持つ。 その効果的な実施に対して責任を持つ。

・組織の健康施策に係る事業全般を理解
し、その効果的な実施に対して責任を持
つ。

・基本的な事例への対応を主体的に行う。
・地域活動を通して地域特性や地域資源
を把握し、地域の人々の健康課題を明ら
かにする。

・複雑な事例への対応を必要に応じて指
導を受けて実施する。
・担当地域の健康課題の優先度を判断
し、地域の人々の主体性を尊重した解決
策を立案する。

・複雑な事例に対して自立して対応する。
・健康課題を明確にし、チーム内で共有
し、地域の人々と協働して事業計画を提案
する。

・複雑な事例に対して、担当保健師等に
スーパーバイズすることができる。
・地域の潜在的な健康課題を明確にし、施
策に応じた事業化を行う。

・組織横断的な連携を図りながら、複雑か
つ緊急性の高い地域の健康課題に対して
迅速に対応する。
・健康課題解決のための施策を提案する。

求められる能力

・個人及び家族の健康と生活について分
析し健康課題解決のための支援計画を立
案できる。
・個人及び家族の多様性や主体性を尊重
した支援を指導を受けながら実践できる
・支援に必要な資源を把握できる。

・複雑な事例の支援を必要に応じて、指導
を受けて実施できる。
・対象の主体性を踏まえ、支援に必要な
資源を指導を受けて導入及び調整でき
る。

・複雑な事例のアセスメントを行い、支援を
実践できる。
・支援に必要な資源を適切に導入及び調
整できる。

・複雑な事例の潜在的な健康課題を把握
し、予防に係る支援を実践できる。
・健康課題に予防的に介入できる。

・複雑かつ緊急性の高い健康課題を迅速
に明確化し、必要な資源を調整し、効果的
な支援を実践できる。

・対象者との対話や観察などを通して
得た情報から、対象者の課題や必要な
支援をアセスメントし、対象者のもつ
強みや力を活かした支援計画を立案で
きる。
・対象者自らが自身の課題に気づき解
決策が導き出せるよう、共に考える姿
勢をもち、対象者に応じた保健指導の
実践ができる。
・支援計画に基づいて実施した内容と
その結果を振り返り、今後の課題や支
援方針を明らかにすることができる。
・対象者との関わりをとおして、必要
な社会資源の情報（機能や連絡先、活
動状況など）を積極的に収集すること
ができる。

・担当する困難事例への対応につい
て、職場内外でのスーパーバイズを求
めながら、主体性をもって責任ある対
応をすることができる。
・対象者の課題解決に必要な社会資源
の円滑な導入のため、対象者の意向の
確認や関係機関への情報提供など必要
な調整を実施できる。

・複雑困難な事例への対応について、
職場内外の関係者・関係機関ととも
に、情報やアセスメント、支援方針等
を共有しながら連携して支援が実施で
きる。
・対象者の課題解決のために必要と考
えられる関係機関とともにケアチーム
を編成し、支援目標・計画、役割等を
共有しながら支援が実施できる。

・複雑困難な事例等に係る担当保健師
等からの報告・相談に応じ、医学的・
看護学的観点、予防的観点等からの
スーパーバイズを行なうことができ
る。
・個別支援から把握した地域の課題や
ニーズに対応できるよう、関係機関と
の連携の中でネットワークの仕組みづ
くりを行うことができる。

・これまでの体験等を踏まえ、法的根
拠や行政組織としての判断など管理者
としての立場から、部下の対応に関し
て指導・助言ができる。
・複雑かつ緊急を要する事案に対し
て、健康課題の明確化、対応方針・支
援計画の決定、関係機関との連携等に
ついて迅速に判断し、担当保健師等に
指示することができる。
・必要に応じて、自組織を超えた組織
的な連携体制の構築に向けて折衝する
ことができる。

・集団の特性を把握し、指導を受けながら
支援できる。

・集団のグループダイナミクスを活用して、
特性に応じた支援計画を企画し、自立して
支援できる。

・集団への支援を通して、地域の健康課題
を明確化することができる。

・集団への支援を通して、地域の課題解決
に向けた事業計画を立案できる。

・集団への支援を通して立案した事業によ
り、住民による地域の健康課題の解決を支
援することができる。

・既存の集団との関わりをとおし、個
の声を聞き、個や集団のもつ健康課題
を把握することができる。
・事業計画（目的、目標、内容、評価
方法等）を立案できる。
・行動変容への動機付けや、行動変容
に必要な知識・技術の習得を促す支援
を、指導のもとに実施できる。
・対象者の反応に応じ、内容等を臨機
応変に修正しながら展開できる。

・個別支援の中で把握したニーズから
健康課題を明確化し、集団支援を企
画・立案できる。
・共通の健康課題をもつ人々への支援
を、個別と集団とを連動させて実施で
きる。
・対象者と目的を共有し、主体性を高
める働きかけを行うとともに、対象者
同士で協力し合って行動できるよう支
援することができる。

・集団への支援を通じて、住民の主体
的な活動を支える環境整備等の必要な
取り組みについて見出すことができ
る。

・集団への支援を通じて、住民の主体
的な健康づくり等を支えるために必要
な事業等について明確化し、企画・立
案することができる。

・住民や関係機関等と、地域の健康課
題を解決するために体系的につなが
り、ともに活動することができる。
・個別と集団、地域活動を連動させた
支援を実践することで、地域全体の健
康度を高めることができる。

・指導を受けながら、担当地区の情報を収
集・分析し、健康課題を明確化できる。

・担当地区の情報を分析し、健康課題の
明確化と優先性の判断ができる。

・地域診断や地区活動で明らかになった
課題を事業計画立案に活用できる。

・地域に潜在する健康課題を把握し、リス
クの低減や予防策を計画し実践できる。

・地域診断や地区活動で明らかになった
課題を施策立案に活用できる。

・地域の社会資源（人・モノ）を整理
するとともに、その役割について理解
できる。
・個別事例から見えてきた地域の現状
や、事業実績、統計資料等を整理し、
健康課題を明らかにすることができ
る。

・ＰＤＣＡサイクルに基づき地区診断
を行い、地域の健康課題を明らかにす
ることができる。
・取り組むべき健康課題の優先性を判
断し、日頃の業務や担当する事業の計
画に反映できる。

・地域診断から得られた健康課題につ
いて、現状と目指す姿の差を認識し、
事業の立案や改善案を検討することが
できる。

・日頃から地域の健康課題を意識しな
がら地域の関係機関と情報交換をする
ことができる。
・それぞれの機関が個々に関わってい
る対象者への支援を通じ明らかになっ
た健康課題を関係機関で共有し、地域
で取り組むべきことを検討できる。

・自治体の計画や予算概要に関する資
料を熟読したり、国・他県の状況を把
握し、部下へのアドバイスに生かすこ
とができる。
・事業評価から明らかとなった地域の
健康課題を各種協議会等に参加し、保
健所の立場から提案できる。

・地域特性を理解し、住民と共に活動でき
る。
・多様な地域組織の役割や関係性につい
て把握できる。

・多様な住民ニーズを把握しながら、地域
組織と共に活動できる。

・住民と共に活動しながら、住民ニーズに
応じた組織化が提案できる。

・住民ニーズに応じた組織化を自立してで
きる。関係機関と協働し、必要に応じて新
たな資源やネットワークの立ち上げを検討
することができる。

・多様な住民組織のネットワークを立ち上
げ、地域組織の育成を行うことができる。

・地区組織への参加を通じて、活動目
的・内容を把握することができる。
・地区組織の成り立ちや組織活動の背
景を理解した上で、多様な地域組織の
役割や関係性について把握することが
できる。

・地区組織の中心的役割が担える人材
を把握することができる。
・個別支援からつかんだニーズを地区
組織メンバーと話し合い、地域の課題
について解決策を共に出し合いながら
一緒に取り組むことができる。

・地区組織内の課題と考えられる情報
を把握し、必要に応じて助言・情報提
供ができる。
・住民ニーズに応じた新たな取り組み
ができないか、住民と共に検討でき
る。

・住民のニーズに応じて新たな開発が
必要な社会資源について、関係機関と
共に検討できる。

・地域内の複数の組織が各々の特長を
生かしながら連携した取り組みができ
るよう働きかけることができる。

・担当地区の各種サービスとその関係性を
理解し、指導を受けながら担当事例に必
要なサービスを活用できる。

・担当地区や担当事例への対応を通して
必要なサービスの調整ができる。

・地域の健康課題や地域特性に基づき、
関係機関と協働し、地域ケアシステムの改
善・強化について検討できる。

・各種サービスの円滑な連携のために必要
な調整ができる。
・地域の健康課題や特性に応じたケアシス
テムについて検討し提案することができる。

・保健福祉政策に基づき、地域特性に応じ
たケアシステムの構築に係る施策化ができ
る。

・市町や関係機関の担当者との連絡を
積極的に行い、対象者の支援について
情報共有することができる。
・市町や関係機関の担当者間で支援目
標を共有することができる。

・担当事例の支援について、関係機関
間で互いの役割について認識すること
ができる。
・個別事例からニーズを整理し、支援
目標に向けたサービスが受けられるよ
う関係機関とサービスの調整あるいは
提案ができる。

・会議など、関係機関等との定期的な
協議の場に参加するなどし、地域の特
性や社会資源に応じたケアシステムの
在り方を関係者と共に検討することが
できる。

・支援対象者が適切にサービスをうけ
られるよう、関係機関やサービスの
コーディネートができる。
・ケアシステム構築の為に必要な関係
機関に働きかけをし、地域の健康課題
に対して必要なシステムの構築を検討
することができる。

・各種計画との整合性を図りながら、
将来を見据えたケアシステムの構築を
行い、継続して動かすことができる。

・所属自治体の施策体系や財政のしくみに
ついて理解できる。
・担当事業の法的根拠や関連政策につい
て理解し事業を実施できる。

・担当地域の健康課題を把握し、施策と事
業との関連性について理解したうえで、事
業計画立案に参画することができる。
・担当事業の進捗管理ができる。

・係内の事業の成果や評価等をまとめ、組
織内で共有することができる。
・地域の健康課題を明らかにし、評価に基
づく事業の見直しや新規事業計画を提案
できる。

・保健医療福祉計画に基づいた事業計画
を立案し、事業や予算の必要性について
上司や予算担当者に説明できる。

・地域の健康課題を解決するための自組
織のビジョンを踏まえた施策を各種保健医
療福祉計画策定時に提案できる。

・担当事業の背景、目的、狙いについ
て明確にし、説明することができる。
・担当事業の法的・予算根拠について
理解することができる。

・県の各種計画と関連づけて担当する
事業を自立して進めることができる。
・関係機関と健康課題を共有し、連携
して事業に取り組んでいくことができ
る。
・担当事業の振返りと進捗状況を確認
し、評価を行うことができる。

・事業について経年的なまとめを行
い、成果や今後取り組む必要がある課
題を明確化するなどし、評価をするこ
とができる。また、その評価を所属内
で共有することができる。
・評価は関係機関とも共有し、事業の
見直しや新規事業計画案を示すことが
できる。

・事業や事業に係る予算の必要性を伝
えるためのまとめ（言語化・資料化）
ができる。
・国や県の計画、市町で実施されてい
る事業等との整合性を図りながら、事
業計画を立案することができる。

・地域全体の健康レベルの向上を意識
し、保健所の役割として仕組みづくり
やコーディネート機能を担うことがで
きる。
・市町に対し、施策、計画、法令に関
する助言をすることができる。
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3-1. 事業化・施策化

● 保健医療福祉施策を理解し、事業を企
画立案し、予算を確保できる能力

● 地域の健康課題を解決するため、自組
織のビジョンを踏まえた保健医療福祉施策
を提案する能力

● 地域の健康課題や地域資源を明確化
し、地域組織や関係機関と協働して課題
解決する能力

2-2. 地域組織活動

● 地域の特性を理解し住民と協働して組
織化・ネットワーク化を促す能力

● 地域組織を育成し、ネットワーク化し協
働する能力

2-3. ケアシステムの構築

● 健康なまちづくりを推進するため保健、
医療、福祉、介護等の各種サービスの総
合的な調整を行う能力
　
● 住民、学校、企業ほか、地域の関係機
関と協働し連携を図り、地域特性に応じた
ケアシステムを構築する能力

キャリアレベル

キ
ャ
リ
ア
レ
ベ
ル
の
定
義

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル

保健師の活動領域 各レベルにおいて求められる能力

1
 
対
人
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援
活
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1-1. 個人及び家族への支援

● 医学や公衆衛生看護学等の専門知識
に基づき個人及び家族の健康と生活に関
するアセスメントを行う能力

● 個人や家族の生活の多様性を踏まえ、
あらゆる保健活動の場面を活用して個人
及び家族の主体性を尊重し、課題解決の
ための支援及び予防的支援を行う能力

● 必要な資源を導入及び調整し、効果的
かつ効率的な個人及び家族への支援を行
う能力

1-2. 集団への支援
● 集団の特性を把握し、グループダイナミ
クスを活用し、集団及び地域の健康度を
高める能力

2
 
地
域
支
援
活
動

2-1. 地域診断・地区活動

自治体保健師の標準的なキャリアラダー（専門的能力に係るキャリアラダー）の活用表

＜想定される事業・場面＞

・家庭訪問等の個別支援

・事例にかかる関係者との

ケア会議

＜想定される事業・場面＞

・健康教育

・家族教室

＜想定される事業・場面＞

・当事者会や家族会等の支援

・市民の自主的活動ｸﾞﾙｰﾌﾟへ

の支援

＜想定される事業・場面＞

・個別事例のコーディネート

＜想定される事業・場面＞

・事業の企画

・予算確保

・各種保健医療福祉計画策定



求められる能力

・関係法規や健康危機管理計画及び対応
マニュアルを理解できる。
・健康危機に備えた住民教育を指導を受
けながら行うことができる。

・健康危機対応マニュアルに基づき、予防
活動を行うことができる。

・地域特性を踏まえ健康危機の低減のた
めの事業を提案できる。

・地域特性に応じた健康危機の予防活動
を評価し、見直しや新規事業を立案でき
る。

・有事に起こりうる複雑な状況の対応に備
え、平時より関係者との連携体制を構築で
きる。
・健康危機管理計画や体制の見直しを計
画的に行うことができる。

・平時から健康危機管理関連マニュア
ルを読み理解するとともに、発生時を
イメージして、地域の情報等を整えて
おくことができる。
・健康危機管理に関する研修会等に参
加するなど自己研鑽ができる。
・住民（特に災害時要援護者になる可
能性のある個人や集団）に対して、平
時から災害への備えができるよう働き
かけることができる。

・平時から、健康危機管理関連マニュ
アルを確認しておくとともに、マニュ
アルに基づき、必要な情報や物品等を
準備しておくことができる。

・健康危機に迅速に対応するため、日
常的に所内及び地域の関係者と現状や
予測される問題等を共有することがで
きる。
・日常的に発生する健康危機（感染
症、精神等の緊急対応事案など）に備
えた健康管理・体制整備を行うことが
できる。

・健康危機に迅速に対応するために、
所内及び地域の関係者と現状や問題等
を共有し、解決策を検討することがで
きる。
・所内及び地域の関係者とともに、健
康危機に備えた健康管理・体制整備を
行うことができる。

・災害の発生に備え、部署横断的な健
康危機管理体制を整えることができ
る。
・健康危機管理関連マニュアルに基づ
き、健康危機への対応と管理体制を評
価し、必要な改善を行うことができ
る。

・健康危機発生後、必要な対応を指導者
の指示のもと実施できる。
・現状を把握し、情報を整理し、上司に報
告する事ができる。

・発生要因を分析し、二次的健康被害を
予測し予防するための活動を主体的に実
施できる。

・必要な情報を整理し組織内外の関係者
へ共有できる。
・変化する状況を分析し、二次的健康被
害を予測し、予防活動を計画、実施でき
る。

・健康被害を予測し 、回避するための対
応方法について、変化する状況を踏まえ
て、見直しができる。
・組織内の関連部署と連携、調整できる。

・有事に起こる複雑な状況に、組織の代表
者を補佐し、関係者と連携し対応できる。

・健康危機発生時に、指導者の指示に
従い、チームの一員として活動でき
る。
・他県等での健康危機発生時に、派遣
保健師として、指導者の指示に従い、
派遣チームの一員として活動できる。

・健康危機発生時に、マニュアルに基
づき、現場において自立して役割を果
たすことができる。
・活動の中で得られた情報、捉えた問
題等についてチームリーダーに報告す
ることができる。
・他県等での健康危機発生時に、派遣
チームの一員として自立して活動する
ことができる。

・健康危機発生時に、優先すべき事柄
を関係者で共有し、解決策を考えるこ
とができる。
・健康危機発生時に、現場で実働する
保健師のリーダーとしての役割を果た
すことができる。
・他県等での健康危機発生時に、派遣
チームの中核としての役割を果たしな
がら、被災者支援に関して派遣先自治
体の担当者や関係者との調整等を行う
ことができる。

・健康危機発生時に、統括する保健師
を補佐しつつ、チームリーダーとして
活動方針や地域の状況を踏まえて現場
で活動する保健師へ指示を出すことが
できる。
・健康危機発生時に、健康課題の解決
に向けて、関係者と連携して活動する
ことができる。
・他県等での健康危機発生時に、派遣
保健師として、派遣チームのリーダー
として活動しながら、派遣元・派遣先
自治体との調整等を行うことができ
る。

・健康危機発生時に、所属長を補佐し
つつ、保健部門のトップとして統括・
采配することができる。
・健康危機発生時に、保健活動に関わ
る情報を集約・分析し、関係部署や災
害対策本部等との窓口として協働しな
がら支援方針を検討・決定することが
できる。
・他県等での健康危機発生時に、関係
部局と協働して派遣先や派遣チームと
の調整を行う。

・ＰＤＣＡサイクルに基づく事業評価方法を
理解できる。
・担当する事例に係る評価結果に基づき
支援方法の見直しができる。

・所属係内のメンバーと共に担当事業の評
価及び見直しを主体的に実施できる。

・所属係内で事業評価が適切に実施でき
るよう後輩保健師を指導できる。
・事業計画の立案時に評価指標を適切に
設定できる。

・所属部署内外の関係者とともに事業評
価を行い、事業の見直しや新規事業の計
画を提案できる。

・評価に基づき保健活動の効果を検証し、
施策の見直しについて提案できる。
・施策立案時に評価指標を適切に設定で
きる。

・家庭訪問などの相談対応後は、その
状況を上司に報告し、実施したことの
振り返りを行い、今後の支援計画を確
認できる。
・事業実施にあたり、目的・目標を理
解し、事業評価が出来るよう実施した
内容、結果、課題や今後の計画などを
整理して記録することが出来る。

・担当事業実施の前には、班内で打ち
合わせを行い、事業の目的・目標を確
認し、実施後には事業評価を班内で共
有することができる。
・事業終了後は、書面による報告書を
作成し、上司から指導・助言を受け、
実施した内容を振り返ることができ
る。

・後輩保健師に事業の目的・目標を確
認したり、助言することができる。
・後輩保健師が取り組む事業の進捗状
況を確認し、意欲的に取り組めるよう
声かけを行い、課題について一緒に考
えることができる。
・事業計画及び運営の評価を行うため
に、事業前に評価の指標等を検討し、
班内で共有できる。

・市町村や他部署に出向き、担当事業
に係るニーズについて把握できる。
・把握したニーズをもとに事業の見直
しや計画に生かすことができる。

・課全体の保健活動計画の進捗状況を
把握し、業務推進するとともに、次年
度に向けて所内で検討する機会を持つ
ことができる。
・各事業の報告書や年度末の事業のま
とめ等により、保健事業全体の評価を
行い、次年度への課題の整理、見直し
を提案することができる。

・組織における情報管理に係る基本指針
を理解し、業務に係る文書等を適切に管
理できる。
・保健活動上知り得た個人情報を適切に
取り扱うことができる。
・業務の記録を適切に行い関係者への情
報伝達ができる。

・保健活動に係る情報の取扱が適切に行
われているか、自主的に確認できる。

・所属係内の保健師が規則を遵守して保
健活動に係る情報を管理するよう指導でき
る。

・保健活動に係る情報管理上の不則の事
態が発生した際に、所属部署内で主導し
て対応できる。

・保健活動の情報管理に係る規則の遵守
状況を評価し、マニュアル等の見直しを提
案できる。

・個人情報の取り扱いや、公的文書の
取り扱いが理解でき、適切に取り扱う
ことができる。
・個人情報は鍵のかかるロッカーで管
理できる。
・窓口相談は個室で対応する等、個人
のプライバシーに配慮した対応ができ
る。

・個別記録を適切に管理できる。
・情報の取り扱いに係る職場ルールを
理解し、自主的に確認できる。

・個人情報・公的文書の管理ができ
る。
・職場内、組織内の情報管理体制につ
いて確認でき、見直しの必要があれば
自ら提案できる。
・担当業務に関して、他部署や関係機
関、住民への情報を発信することがで
きる。

・保健活動に係る情報の管理について
後輩へ指導できる。
・有事の際、「災害時要援護者等」、
支援に必要な情報の活用について自主
的に対応でき、後輩の指導ができる。
・保健活動に必要な情報を推測し、組
織内外の保健活動に係る情報を保管、
開示できる。

・個人情報の保管や取り扱いについ
て、他の職員への周知や遵守のため、
マニュアル等作成できる。
・「要援護者台帳」等、有事に備えた
情報管理の必要性について、市町村や
関係機関に伝え、体制づくりに努める
ことができる。

・組織の人材育成方針及び保健師の人材
育成計画を理解できる。
・自己の成長を振り返り、次の成長につな
げることができる。

・自己のキャリア形成ビジョンを持ち、積極
的に自己研鑽できる。

・後輩保健師の指導を通して人材育成上
の課題を抽出し、見直し案を提示できる。

・保健師の研修事業を企画し、実施・評価
できる。

・組織の人材育成方針に沿った保健師の
人材育成計画を作成できる。

・「山口県人材育成基本方針」、「山
口県地域保健関係職員現任教育ガイド
ライン」を理解できる。
・「評価表」、「キャリアラダーの活
用表」等を活用し、上司との面接によ
り公務員として、保健師としての振り
返りができる。
・健康づくりセンターが開催する新人
保健師研修に参加し、個の事例から地
域の課題を考えることにより、保健師
としての知識・技術の向上をめざす。
また、専門研修に参加し、担当業務に
ついての学びを深める機会を持つこと
ができる。

・「山口県地域保健関係職員現任教育
ガイドライン」を参考に自らのキャリ
アビジョンを描くことができる。
・中堅保健師研修に参加し、専門職と
しての知識・技術の向上をめざす。ま
た、専門研修に参加し、担当業務につ
いての学びを深める機会を持つことが
できる。

・後輩のこれまでの経験などの背景、
スキルを理解し、後輩が自ら考えるこ
とが出来るよう問いかけ、助言し、一
緒に考え、活動できる。
・後輩の行動を見守り、気づきをとら
えて、タイミング良く言葉をかけ、活
動の前後には、後輩と共に意見交換や
振り返りを行い、助言ができる。
・プリセプターの役割が果たせるよ
う、上司の理解や助言を得ながら、職
場内のＯＪＴや人材育成上の見直し等
を提案できる。
・後輩が専門性を高められるように、
必要な研修や会議等に出席できるよう
に上司と相談し、調整することができ
る。

・後輩保健師の年間支援計画を上司と
検討し、ＯＪＴ指導を行うことができ
る。
・後輩保健師への指導内容や、成果等
を上司に説明し、その保健師の課題に
対する具体的な支援の在り方や指導に
必要な体制について上司に提案でき
る。

・所属の人事担当上司と相談しなが
ら、山口県人材育成基本方針に沿った
新人職員の人材育成計画を作成でき
る。
・自ら職場内外の研修会や会議の企
画、運営に参画し、自己研鑽及び後輩
育成に取り組むことができる。
・部署全体の人材育成計画を企画・立
案し、進捗状況を把握して協議する場
を設けることができいる。
・部下の経歴、スキル等から、必要な
研修への参加を示すことができる。
・専門職として、自己啓発により学び
続ける必要性を伝えることができる。
・人材育成の必要性、計画について、
所属長や関係者に説明できる。
・研修に関する必要な予算を確保する
ことができる。
・部下の育成状況について、職場内ま
たは他部署職員と共有、協議する機会
に参加し意見を言うことができる。

・根拠に基づく保健活動を実施するため、
実施した保健活動の記録を適切に行うこと
ができる。

・指導を受けながら研究的手法を用いて事
業の評価ができる。

・研究的手法を用いた事業評価ができる。
・地域診断などにおいて研究的手法を用
いて分析し、根拠に基づき保健事業を計
画できる。

・根拠に基づき、質の高い保健事業を提案
し、その効果を検証できる。

・対象者への訪問などの個別支援や会
議等を実施した際は、活動の評価を行
い、上司に報告・相談できる。
・個別対応の報告・相談を県保健所保
健師研究協議会が作成した視点に沿っ
て報告することで、事例検討の要素を
もって報告することが出来、複雑困難
事例についても適切に助言、指導を求
め、振り返りをすることができる。

・担当業務のデータ分析やアンケート
調査結果の分析を行い、事業評価がで
きる。
・健康づくりセンターが開催している
「地域課題評価研修」に参加し、担当
業務の課題を明確にし、事業評価する
ことができる。

・自身の事業について、「地域課題評
価研修」の手法を用い、活動の評価を
実施し、課題を明確にし、次の活動へ
つなぐことができる。
・後輩の個別対応の報告・相談を聞く
ことで、複雑な事例について、後輩保
健師に支援内容や支援方針を助言する
ことができる。

・担当地域の地域診断などにおいて研
究的手法を用いて分析し、研究から得
られた成果をもとに根拠に基づき保健
事業を計画できる。
・既存事業の見直しや新たな事業の立
ち上げを行うことができる。

・各種法令や関連性のある計画を連動
させ、圏域全体で質の高い保健活動が
できる。

（また、その効果の検証にあたっては
市町村、関係機関と連携を図りながら
実施する。）6. 保健師の活動基盤

● 根拠に基づいた保健師の活動を実践
する能力

● 保健師の活動理念である社会的公正
性・公共性について理解し、活動を倫理的
に判断する能力

保健師の活動の理念である社会的公正性・公共性について理解し、活動を倫理的に判断できる

県民誰もが住み慣れた地域で、いきいきとその人らしい生活が送れるよう対象者に寄り添い、対象者や地域がエンパワーメント出来るよう活動できる。
また、保健師自身が県民の幸せにつながっているかを倫理的に判断して活動を行うことができる。

5
　
管
理
的
活
動

5-1. ＰＤＣＡサイクルに基づく事業・
施策評価

● 所属部署内外の関係者とともに、事業
評価及び施策評価、保健活動の効果検
証を行う能力
　
● 評価結果等の根拠に基づき事業及び
施策の必要な見直しを行う能力

5-2. 情報管理
● 組織内外の保健活動に係る情報を適
切に保管、開示、保護する能力

5-3. 人材育成

● 組織の人材育成方針を理解し、保健
師の人材育成計画を作成する能力

● 継続的に自己研鑽するとともに、後輩
を指導・育成する能力

保健師の活動領域 各レベルにおいて求められる能力

4
 
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る
活
動

4-1.健康危機管理の体制整備

● 平時において、地域の健康課題及び関
連法規や自組織内の健康危機管理計画
等に基づき、地域の健康危機(※)の低減
策を講じる能力
※ 災害、医薬品、食中毒、感染症、飲料
水その他何らかの原因により生じる地域住
民の生命、健康の安全を脅かす事態

4-2. 健康危機発生時の対応
● 健康危機発生時に、組織内外の関係
者と連携し、住民の健康被害を回避し、必
要な対応を迅速に判断し実践する能力

・担当業務に関して他部署や関係機関、住民への情報発信ができる。

＜想定される事業・場面＞

・健康危機管理マニュアル

・研修・訓練

＜想定される事業・場面＞

・感染症等日常的な健康危機

発生時

・山口県内での災害発生時

・他県での災害応援派遣

＜想定される事業・場面＞

・記録の保管・管理

・文書管理、情報開示

・災害時等の名簿・台帳管理



B-1

（主任級：主査級への準備段階）

B-2

（主査級：班長）

B-3

（主査級以上：出先課長以上）

B-4
（調整監、副部長以上）

キャリアレベルに応じた役割 現場のサインをキャッチ
【所属内統括の補佐的役割】
現場意見の吸い上げ・リスク判断・報告

【所属内保健師の統括的役割】
・地域及び所内の体制づくり
・部署の役割や業務に係る対外的な
説明の役割（責任）
・市との体制づくり
・組織づくりを考え、提言する
・所内の体制づくりの働きかけ
　（情報共有、人的確保・派遣）

・組織横断的な調整
・組織における健康課題の分析を根拠
した戦略的な提言

求められる能力

・事業や施策の評価を踏まえ、班長に保
健医療福祉政策に係る提案ができる。

・住民の健康課題等に基づく事業化、施策
化及び事業評価に基づく見直しができる。

・保健医療福祉に係る国の動向や組織の
方針、施策の評価を踏まえ、組織の政策
ビジョンに係る提言ができる。

・保健医療福祉政策に係る必要な計画や
法制度整備について組織内で提言し、実
現に向け組織の意志決定者及び関係機
関にはたらきかけることができる。

3-1事業化・施策化参照
・国の動向など情勢の変化に関する情
報収集し、班員と共有できる。
・情勢の変化と事業化（見直し）を関
連付けることができる。

3-1事業化・施策化参照
（キャリアラダー）
・自治体の方針・重点課題・重点目標
を理解し、地域診断と関連付けて事業
化（見直し）を課長に提案できる。

3-1事業化・施策化参照
・自治体の方針・重点課題・重点目標
を理解し、事業と関連付けた所属長等
への説明・部下への指示ができる。
・情勢の変化に関連した事態に対し
て、判断および部下への指示ができ
る。

←キャリアラダー参照

・危機管理に係る組織内外の関係者を把
握し、有事に備えた関係性の構築ができ
る。
・有事にマニュアルに沿って行動し、班長
を補佐する。

・班員が危機管理マニュアルに沿って行動
できるよう訓練等を企画できる。
・有事に組織内の人員や業務の調整を行
い、課長の補佐や部下への指示ができる。

・課員が危機管理マニュアルに沿って行動
できるよう各係長級に対し、訓練等の実施
を指導できる。
・有事に、組織の対応方針に基づき、組織
内の人的物的資源等の調整や管理ができ
る。

・危機管理に必要な計画・マニュアル・内
規等の整備を組織に提言し、具現化する
ことができる。
・有事に、行政の保健医療福祉組織を代
表して、関係機関の代表者と連携し、部局
を統括して対応できる。

4-1健康危機管理の体制整備参照
・有事には、現場コーディネーター又
は補佐をすることができる。

4-1健康危機管理の体制整備参照
・健康危機想定訓練の実施において、
課長を補佐できる。
・有事には、現場コーディネーター機
能を担うことができる。

4-1健康危機管理の体制整備参照
・健康危機を想定した訓練を部署横断
や関係機関と企画・実施できる。
・有事には、所属における保健活動の
統括的役割を担うことができる。

←キャリアラダー参照

・組織の人材育成方針と保健師の人材育
成方針を踏まえて、主体的に資質向上に
取り組むことができる。
・班内の業務内容と量を勘案し、人材配置
について班長に提案できる。

・班内職員の能力・特性を把握し、資質向
上のための取組を企画、実施、評価でき
る。
・班内の業務内容と量を勘案し、人材配置
について課長に提案できる。

・専門職の人材育成計画を策定するため
関係者が協働し検討できる場を設置し運
営できる。
・関係課長と連携し、保健師の業務範囲
等を踏まえ保健師必要数について人事部
門を含め組織内で提案できる。

・組織目標・計画を踏まえて、保健師採用
計画・配置基準・人事異動を提言できる。

5-3人材育成参照
・班員一人ひとりの能力を的確にアセ
スメントし、能力を高める働きかけが
できる。

5-3人材育成参照
・班の業務管理ができる。
・班全体の力量を的確にアセスメント
し、力量を高める働きかけができる。

5-3人材育成参照
・部下の活動に対する結果責任を負う
意識をもって部下を支援している。
・所内OJT実施者として、職場の人材
育成計画を立案し、部署全体で取り組
めるよう指導ができる。

←キャリアラダー参照

保健師の活動領域 各レベルにおいて求められる能力

管
理
的
活
動

キャリアレベル

3. 人事管理

・担当部署内の全職員の能力・特性を把
握し、資質向上のしくみづくりと必要に応じ
た見直しを行う能力
・組織目標・計画を踏まえて保健師採用
計画・配置基準・人事異動を提言する能
力

2. 危機管理

・危機等の発生時に組織の管理者として
迅速な判断を行い組織内外の調整を行う
能力
・危機を回避するための予防的措置が行
われるよう管理する能力

1. 政策策定と評価

・国の動向や自組織の方針を理解し、担
当部署に係る活動方針のビジョンを示し、
必要に応じた見直しを行う能力
・自治体を代表して外部機関の上位者と
の調整や交渉を行う能力

自治体保健師の標準的なキャリアラダー（管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー）の活用表


